
様式第２号（第５の１の⑴関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
自動車に青色回転灯等を装備した自主防犯パトロールの申請等

に関するファイル 

実施機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活安全部生活安全企画課 

個人情報ファイルの利用目的 青色防犯パトロールの申請等の手続き及び活動支援のため 

記録項目 

１団体の概要、(1)名称、(2)所在地、(3)電話番号、(4)ＦＡＸ番

号、(5)代表者氏名、(6)代表者年齢、(7)代表者住所、(8)代表者

電話番号、(9)代表者ＦＡＸ番号、(10)代表者の緊急時の連絡先、

(11)団体の区分、(12)発足年月、(13)団体の規約の有無、(14)会

員数、(15)主たる構成員、(16)会員名簿の有無、(17)主な活動内

容、(18)活動状況、２青色防犯パトロールの概要、(1)実施地域、

(2)実施時間帯、(3)実施期間、(4)実施方法、(5)パトロール計画

書の有無、(6)自動車による防犯パトロール経験の有無、(7)自主

防犯パトロール実施地域の見取図、３青色回転灯等を装備しよう

とする自動車の概要、(1)車名及び名称、(2)種別及び用途、(3)塗

色、(4)車体の形状、(5)自動車登録番号又は車両番号、(6)車台番

号、(7)使用の本拠の位置、(8)所有者、(9)使用者、(10)申請者と

車両の使用者との関係、４青色防犯パトロール実施者に関する事

項、(1)氏名、(2)青色防犯パトロール講習受講年月日 

記録範囲 
申請のあった青色防犯パトロール実施団体の代表者及び青色防

犯パトロール実施者 

記録情報の収集方法 青色防犯パトロール実施団体からの申請により収集する。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第５の１の⑴関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ふるさとひょうご寄附金事業に関するファイル 

実施機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活安全部生活安全企画課 

個人情報ファイルの利用目的 ふるさとひょうご寄附金の収納のために利用する。 

記録項目 

１寄附者氏名・生年月日・年齢・性別・住所、２寄附者職業、３

寄附者電話番号、４寄附者個人番号、５寄附申込年月日、６寄附

金額、７寄附方法、８寄附金活用の指定事業、９ワンストップ特

例申請の希望の有無、10ホームページへの氏名掲載の同意の有

無、11受領書・返礼品等送付先住所等 

記録範囲 ふるさとひょうご寄附金寄附者 

記録情報の収集方法 寄附者本人の申込 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 兵庫県 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５の１の(1)関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
学生防犯ボランティア「ブルーフェニックス隊」の運用に関する 

ファイル 

実施機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 

生活安全部生活安全企画課 

 

個人情報ファイルの利用目的 学生防犯ボランティア「ブルーフェニックス隊」の運用のため 

記録項目 
１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所・電話番

号、６学業・所属学校名 

記録範囲 学生防犯ボランティア「ブルーフェニックス隊」の登録者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

     及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

備 考  

 



様式第２号（第５の１の⑴関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 探偵業管理ファイル 

実施機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活安全部保安課 

県下46警察署（別表のとおり） 

個人情報ファイルの利用目的 

探偵業の届出その他探偵業の業務の適正化に関する法律（平成18

年法律第60号、以下「探偵業法」という。）に関する事務の適正

な遂行を確保するために利用する。 

記録項目 

１届出証明書番号、２受理警察署、３受理年月日、４受理番号、

５法人等の種別、６探偵業者(1)商号、名称又は氏名(2)住所(3)

生年月日(4)電話番号、７営業所(1)名称(2)住所(3)設置年月日

(4)種別(5)電話番号、８広告宣伝をする時の名称、９代表者(1)

氏名(2)住所(3)生年月日(4)電話番号、10開始届出年月日、11変

更届出年月日、12変更届出内容、13再交付申請年月日、14廃止届

出年月日、15訂正年月日、16訂正内容、17役員(1)役職(2)氏名(3)

住所(4)生年月日(5)電話番号、18処分等事由、19処分等の種類、

20処分等年月日、21処分等対象者(1)氏名(2)年齢、22行政処分営

業所(1)名称(2)停止期間 

記録範囲 

探偵業者の新規、変更、再交付、廃止及び訂正、法人の場合の役

員の新規、変更及び訂正、探偵業者の新規行政処分及び処分の訂

正 

記録情報の収集方法 届出者からの届出その他法令に基づき収集する。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 警察庁 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

備   考  

 

 



様式第２号（第５の１の⑴関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 出会い系サイト事業者管理ファイル 

実施機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活安全部保安課 

県下46警察署（別表のとおり） 

個人情報ファイルの利用目的 

インターネット異性紹介事業（以下「出会い系サイト事業」とい

う。）の届出その他インターネット異性紹介事業を利用して児童

を誘引する行為の規制等に関する法律（平成15年法律第83号、以

下「出会い系サイト規制法」という。）に関する事務の適正な遂

行を確保するために利用する。 

記録項目 

１受理番号、２受理署、３開始届出年月日、４法人等の種別、５

法人の名称、６法人の所在地、７代表者、個人、役員の氏名、８

代表者、個人、役員の生年月日、９代表者、個人、役員の住所、

10代表者、個人、役員の本（国）籍、11事務所の所在地、12事務

所の電話番号、13事務所のメールアドレス、14事業開始年月日、

15事業変更年月日、16事業廃止年月日、17役員の就任年月日、18

役員の辞任年月日、19広告又は宣伝で使用する呼称、20送信元識

別符号、21児童でないことの確認の方法、22識別符号付与業務の

委託を受けた者の氏名又は名称及び住所、23識別符号付与業務の

委託を受けた法人の代表者及び役員の氏名、住所、24件名、25違

反条項、26処分種別、27認知、着手年月日、28届出受理番号、29

事業者名、30サイト名、31ＵＲＬ、32事件処理の有無、33上申、

弁明、廃止命令年月日、34弁明通知書、指示書、行政処分通知書

等交付年月日、35事業停止処分の内容 

記録範囲 

都道府県公安委員会に対して出会い系サイト事業の開始、変更、

廃止の届出をした事業者（法人である場合の代表者及び役員）で

あり、関係文書の保存期限は事業廃止時に廃棄とする。 

記録情報の収集方法 届出者からの届出その他法令に基づき収集する。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 警察庁 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第５の１の⑴関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 火薬類関係の実態把握に関する管理ファイル 

実施機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活安全部保安課 

県下46警察署（別表のとおり） 

個人情報ファイルの利用目的 

火薬類取締法及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費

に関する内閣府令に関する事務の適性な遂行を確保するために

利用する 

記録項目 １氏名、２住所、３生年月日・年齢、４電話番号、５識別番号 

記録範囲 

火薬類取締法第17条第１項の規定による譲受(渡)の許可を受け

た者、第25条第１項の規定による消費の許可を受けた者、第52条

第１項の規定による意見、第52条第２項の規定により受けた通報 

記録情報の収集方法 申請その他法令に基づき収集する。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    ■有 □無 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５の１の⑴関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 少年相談に関するファイル 

実施機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活安全部少年課 

個人情報ファイルの利用目的 少年の非行、犯罪被害等に対する相談に対応するため 

記録項目 

1受理年月日、2受理者の氏名、3申出者の氏名、年齢、性別、住

所、連絡先、4申出内容、5回答・措置結果、6引継先所属、本部係

名又は署課名、7対応時間 

記録範囲 相談者等 

記録情報の収集方法 本人、私人・民間団体 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

 

 

 

 



様式第２号（第５の１の⑴関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 カウンセリングアドバイザー運用に関するファイル 

実施機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活安全部少年課 

個人情報ファイルの利用目的 カウンセリングアドバイザー委嘱等手続き及び運用業務のため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所・電話番号、５本籍・

国籍、６家族状況、７職業・職歴、８学業・学歴、９資格・賞罰、

10所属団体 

記録範囲 カウンセリングアドバイザー、被推薦者 

記録情報の収集方法 本人、私人・民間団体 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５の１の⑴関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 少年指導委員の委嘱に関するファイル 

実施機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活安全部少年課 

個人情報ファイルの利用目的 少年指導委員委嘱手続きのため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所・電話番号、５本籍・

国籍、６家族状況、７職業・職歴、８学業・学歴、９資格・賞罰、

10所属団体 

記録範囲 少年指導委員被推薦者 

記録情報の収集方法 本人、私人・民間団体 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５の１の⑴関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 再犯防止に関するファイル 

実施機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

生活安全部生活安全特別捜査隊 

個人情報ファイルの利用目的 子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯を防止するため 

記録項目 

１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住所・電話番号、

６本籍・国籍、７家族状況、８婚姻歴、９親族関係、10職業・職

歴、11学業・学歴、12資格・賞罰、13財産・収入、14納税額、15

公的扶助、16取引状況、17所属団体、18思想・信教及び信条に関

する個人情報、19病歴その他個人の特質を規定する身体に関する

個人情報、20犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある

個人情報 

記録範囲 当該対象者等 

記録情報の収集方法 本人、官公庁照会 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

備   考  

 


